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者
は
、
令
和
２
年
４
月
時

点
に
お
い
て
１
７
２
人
で

あ
る
が
、
入
所
の
必
要
性

の
高
い
在
宅
で
待
機
し
て

い
る
要
介
護
３
以
上
の
方

は
52
人
、
そ
の
う
ち
、
要

介
護
４
・
５
の
方
は
20
人
。

問�

　
「
介
護
保
険
法
」
が
制

定
さ
れ
て
か
ら
20
年
が
過

ぎ
、
介
護
報
酬
の
引
き
下

げ
、
サ
ー
ビ
ス
の
削
減
に

よ
り
「
保
険
あ
っ
て
介
護

な
し
」、親
の
介
護
で
「
介

護
離
職
」
が
起
こ
り
、
現

場
で
は
「
人
材
不
足
」
が

生
じ
て
い
る
が
。

答
（
市
長
）�

　

介
護
報
酬
に
つ
い
て

は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
社

会
保
障
審
議
会
の
意
見
を

聞
き
、
診
療
報
酬
と
の
バ

ラ
ン
ス
を
考
慮
し
な
が
ら

改
定
さ
れ
て
い
る
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
は
、
介
護
人
材
の
不
足

に
よ
り
、
将
来
的
に
介
護

の
提
供
不
足
が
心
配
さ
れ

る
と
捉
え
て
い
る
。

　

所
得
が
あ
る
方
の
自
己

負
担
割
合
が
１
割
か
ら
２

割
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
平

成
30
年
８
月
か
ら
は
、
現

役
並
み
の
方
の
負
担
は
３

割
と
さ
れ
た
。

問�

　

特
養
ホ
ー
ム
の
状
況

は
。
ま
た
、
待
機
者
は
何

人
か
。

答
（
市
長
）�

　

市
内
に
お
け
る
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
入
所
希
望

市
長	「
遠
野
ハ
ー
ト
フ
ル
プ
ラ
ン
２
０
２
１
」と
し
て
策
定
し
て
い
る

佐々木 僚平 議員

安
心
で
き
る
介
護
保
険
制
度
と
は

生活保護時の扶養義務調査は

一括質問方式

問�
　

デ
フ
レ
を
理
由
と
し

て
、
生
活
扶
養
基
準
が
大

幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
生

活
保
護
の
申
請
に
お
い

て
、
家
族
に
援
助
が
で
き

る
か
確
認
す
る
「
扶
養
照

会
」に
抵
抗
感
を
も
抱
き
、

生
活
が
苦
し
く
て
も
申
請

を
た
め
ら
っ
て
い
る
人
が

多
い
と
聞
く
。

　
生
活
保
護
申
請
時
の
扶

養
義
務
調
査
の
実
施
は
。

答
（
市
長
）�

　

申
請
者
の
扶
養
義
務
者

に
対
し
て
、
存
否
確
認
と

扶
養
の
可
能
性
に
つ
い
て

調
査
扶
養
義
務
者
の
範
囲

は
、
民
法
に
定
め
る
直
系

３
親
等
内
の
血
族
の
ほ

か
、
配
偶
者
で
あ
る
。

市長 	憲法第 25条に基づきすべての国民に対し
	 最低限度の生活の保障、保護を決定するため
	 申請手続きと調査が必要である

問�

　
菌
床
し
い
た
け
生
産
資

材
導
入
事
業
に
つ
い
て
、

菌
床
し
い
た
け
生
産
販
売

会
社
が
昨
年
６
月
に
負
債

総
額
４
５
０
０
万
円
で
破

産
し
た
。
市
の
補
助
金
５

年
間
を
使
い
な
が
ら
の
倒

産
で
あ
り
、
市
と
し
て
調

査
を
行
っ
て
い
る
か
。

答
（
市
長
）�

　

新
聞
報
道
を
受
け
、
遠

野
菌
床
し
い
た
け
生
産
組

合
に
聞
き
取
り
調
査
を
行

っ
た
が
、
破
産
に
至
っ
た

直
接
の
原
因
に
つ
い
て
掴

め
て
い
な
い
。

問�

　
一
部
新
聞
報
道
に
よ
れ

ば
、
返
済
義
務
が
あ
る
と

報
じ
て
い
る
が
。

答
（
市
長
）�

　

当
該
事
業
者
の
意
向
に

よ
り
同
生
産
組
合
か
ら
脱

退
し
、
同
補
助
金
事
業
も

今
年
度
は
行
っ
て
い
な

い
。

　

よ
っ
て
補
助
金
返
還
の

対
象
と
は
な
ら
な
い
と
認

識
し
て
い
る
。

問�

　
小
さ
な
拠
点
づ
く
り
の

中
で
大
き
な
課
題
は
高
齢

者
の
足
の
確
保
が
あ
り
、

私
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
で

の
対
応
よ
り
は
、
市
全
体

で
の
取
り
組
み
を
も
っ
て

共
通
ル
ー
ル
の
中
で
考
え

て
い
く
こ
と
が
大
切
と
思

う
が
。

答
（
市
長
）�

　

地
域
課
題
は
、
そ
の
地

域
の
立
地
条
件
等
に
よ
っ

て
異
な
る
こ
と
か
ら
き
め

細
か
い
対
応
を
考
え
た
場

合
は
、
地
域
ご
と
の
事
業

展
開
が
必
要
か
つ
有
効
で

あ
る
。

問�

　
各
地
区
で
有
償
運
送
の

申
請
を
す
る
よ
り
は
、
市

内
一
括
の
許
可
の
方
が
手

間
が
省
け
る
し
、
高
齢
者

の
利
用
は
、人
数
、路
線
、

目
的
地
へ
の
往
復
な
ど
を

考
え
た
場
合
、
市
内
一
円

に
網
羅
し
た
組
織
づ
く
り

が
必
要
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
市
内
バ
ス
、
タ

ク
シ
ー
事
業
者
と
協
議

し
、
こ
れ
か
ら
の
市
全
体

の
地
域
交
通
を
考
え
る
べ

き
と
思
う
が
。

答
（
市
長
）�

　

こ
れ
ま
で
遠
野
市
公
共

交
通
会
議
等
に
お
い
て
検

討
と
対
策
を
講
じ
て
き

た
。
県
内
の
地
域
交
通
の

状
況
は
厳
し
さ
を
増
し
て

お
り
、
路
線
や
営
業
所
の

廃
止
等
の
新
聞
報
道
も
あ

る
。
今
後
も
、
市
全
体
の

公
共
交
通
対
策
と
地
域
交

通
対
策
事
業
の
組
み
合
わ

せ
に
よ
る
対
策
を
並
行
し

て
推
進
し
て
い
く
。

市
長	

地
域
の
最
大
の
課
題
、

	

生
活
交
通
の
確
保
対
策
に
向
き
合
い
た
い

新田 勝見 議員

小
さ
な
拠
点
に
お
け
る

交
通
弱
者
へ
の
取
り
組
み
は

一問一答方式

市補助金返還について
市長 	補助金返還の対象とはならない

養護老人ホーム　長寿の森 吉祥園

急がれる交通弱者の対応策


